
�金沢市告示第11号
平成９年告示第232号 (金沢市営住宅条例の規定に基づき市営住宅に係る利便性係数を定めたことについて) の一

部を次のように改正し､ 平成21年４月１日から適用します｡

平成21年２月２日

金沢市長 山 出 保

第１項の表小立野住宅の項を削り､ 上荒屋住宅の項を次のように改める｡

第１項の表額新町住宅の項を次のように改める｡

第１項の表緑住宅の項を次のように改める｡
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農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年法律第58号) 第13条第１項の規定により､ 金沢農業振興地域整備計

画を平成21年２月２日に変更したので､ 同条第４項において準用する同法第12条の規定により公告し､ 当該変更後の

金沢農業振興地域整備計画書を金沢市産業局農林部農業総務課において縦覧に供します｡

平成21年２月２日

金沢市長 山 出 保

予防接種法 (昭和23年法律第68号) 第３条第１項の規定による予防接種を行うので､ 予防接種法施行令 (昭和23年

政令第197号) 第４条第１項及び第５条の規定により､ 次のとおり公告します｡

平成21年２月２日

金沢市長 山 出 保

１ 予防接種の種類､ 予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所
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公 告

予防接種の種類 予防接種の対象者の範囲 予防接種を行う期間 予防接種を行う場所

麻しん風しん

第 １ 期
生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

平成21年２月２日から

同年３月31日まで

別表のとおり

麻しん風しん

第 ２ 期

５歳以上７歳未満の者であって小学校就学の始

期に達する日の１年前の日から当該始期に達す

る日の前日までの間にある者

麻しん風しん

第 ３ 期

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度

の末日までの間にある者

麻しん風しん

第 ４ 期

18歳となる日の属する年度の初日から当該年度

の末日までの間にある者

ジフテリア・

百 日 せ き ・

破傷風第１期

生後３月から生後90月に至るまでの間にある者

ジフテリア・

破傷風第２期
11歳以上13歳未満の者

日 本 脳 炎

第 1 期
生後６月から生後90月に至るまでの間にある者

日 本 脳 炎

第 ２ 期
９歳以上13歳未満の者

麻 し ん

第 １ 期
生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

麻 し ん

第 ２ 期

５歳以上７歳未満の者であって小学校就学の始

期に達する日の１年前の日から当該始期に達す

る日の前日までの間にある者

麻 し ん

第 ３ 期

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度

の末日までの間にある者

麻 し ん

第 ４ 期

18歳となる日の属する年度の初日から当該年度

の末日までの間にある者

風 し ん

第 １ 期
生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

風 し ん

第 ２ 期

５歳以上７歳未満の者であって小学校就学の始

期に達する日の１年前の日から当該始期に達す

る日の前日までの間にある者



２ 予防接種を受けることが適当でない者� 明らかな発熱を呈している者� 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者� 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者� 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては､ 妊娠していることが明らかな者� �から�までに掲げる者のほか､ 予防接種を行うことが不適当な状態にある者
別表

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第19条第１項の規定により､ 都市計画を決定したいので､ 同法第17条第１項

の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 同条第２項の規定により､ 当該都市計画の案について意見のある金沢市の住民及び利害関係人は､ 縦覧期間

満了の日までに金沢市に対して意見書を提出することができます｡

平成21年２月２日

金沢市長 山 出 保

都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第21条第１項の規定により､ 都市計画を変更したいので､ 同条第２項におい

て準用する同法第17条第１項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 同法第21条第２項において準用する同法第17条第２項の規定により､ 当該都市計画の案について意見のある

金沢市の住民及び利害関係人は､ 縦覧期間満了の日までに金沢市に対して意見書を提出することができます｡

平成21年２月２日

金沢市長 山 出 保
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風 し ん

第 ３ 期

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度

の末日までの間にある者

風 し ん

第 ４ 期

18歳となる日の属する年度の初日から当該年度

の末日までの間にある者

予防接種を行
う医師の氏名

予防接種を行う主たる場所
実施する予防接種の種類

医療機関名 所 在 地

松田 万里子 松田小児科医院 金沢市片町２丁目13番13号 麻しん風しん第１・２・３・４期

ジフテリア・百日せき・破傷風第１期

ジフテリア・破傷風第２期

日本脳炎第１・２期

麻しん第１・２・３・４期

風しん第１・２・３・４期

都市計画の種類 都市計画を決定する土地の区域 縦覧場所 縦覧期間 備 考

金 沢 都 市 計 画

地 区 計 画
金沢市千木町の一部

金 沢 市

都市整備局

都市計画課

平成21年２月２日から

同月16日まで

サンシャイン

千 木 地 区

地 区 計 画

都市計画の種類 都市計画を変更する土地の区域 縦覧場所 縦覧期間 備 考

金 沢 都 市 計 画

地 区 計 画

金沢市もりの里２丁目､ もりの里

３丁目､ 鈴見町郡家山及び若松町

南の全部並びにもりの里１丁目､

田上町､ 上若松町､ 鈴見台１丁目､

若松町３丁目､ 若松町京中及び若

松町の各一部

金 沢 市

都市整備局

都市計画課

平成21年２月２日から

同月16日まで

金 沢 市

若松・鈴見地区

地 区 計 画



次の開発行為に関する工事が完了し､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第２項の規定により検査済証を

交付したので､ 同条第３項の規定により公告します｡

平成21年２月２日

金沢市長 山 出 保
１

２

農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号) 第18条第１項の規定により､ 金沢市農用地利用集積計画を定めた

ので､ 同法第19条の規定により公告します｡

なお､ 当該金沢市農用地利用集積計画を金沢市農業委員会事務局に備え置いて縦覧に供します｡

平成21年２月２日

金沢市長 山 出 保

◎正 誤

○平成19年３月２日付け金沢市公報号外第８号
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開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市弥勒町ヨ55番１
金沢市弥勒町イ21番地

宮本 登志弘

金沢市稚日野町北19番１

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社 サークルＫサンクス

代表取締役 中村 元彦

金沢市堅田町チ74番１並びに丁47番及び48番
金沢市堅田町チ74番１

西村 明

開発区域又は工区に含まれる地域の名称 公共施設の種類､ 位置及び区域 開発許可を受けた者の住所及び氏名

金沢市平和町２丁目144番２から144番９

まで

道路 金沢市平和町２丁目144番４ 金沢市有松１丁目１番１号

株式会社 ジョイント21

代表取締役 山崎 友喜男

金沢市荒屋町ロ14番１及び14番３から14

番６まで

道路 金沢市荒屋町ロ14番４ 金沢市泉が丘２丁目12番46号

株式会社 金沢ホームビルド

代表取締役 渡邊 隆三

金沢市三十苅町丙61番１から61番６まで､

78番１及び78番５から78番７まで並びに

金沢市所管の法定外公共物の一部

道路 金沢市三十苅町丙61番６､ 78

番１及び78番５並びに金沢市所

管の法定外公共物の一部

石川郡野々市町若松町１番５号

株式会社 マスターズ

代表取締役 地渡 政彦

金沢市今町ヨ30番１から30番13まで並び

にタ209番３及び209番10から209番12ま

で

道路 金沢市今町ヨ30番13及びタ20

9番11

公園 金沢市今町ヨ30番12

金沢市御影町７番13号

有限会社 イー・エス・ホーム

代表取締役 東 信昭

金沢市無量寺１丁目78番１から78番５ま

で

道路 金沢市無量寺１丁目78番１ 金沢市畝田中２丁目93番地

株式会社 ダイトク不動産

代表取締役 勘村 哲之

頁 箇 所 誤 正

２ 上から７行目 此花地区 浅野川地区

平成21年(2009年)２月２日 印刷 発行人 金 沢 市
平成21年(2009年)２月２日 発行 発行所 金 沢 市 役 所

定価 120円 印刷所 石川県金沢市玉鉾４丁目166番地 (株) 共 栄
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